
 

 

 

 

 

 

令和７年度福岡市乳児等通園支援事業 

（「福岡市型」こども誰でも通園制度）実施事業者 
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福岡市こども未来局子育て支援部事業調整課  



 

目 次 

 

 

１  公募の趣旨 ・・・・ Ｐ１ 

２  公募にあたっての注意事項 ・・・・ Ｐ１ 

３  公募の概要 ・・・・ Ｐ１ 

 （１） 事業開始時期 ・・・・ Ｐ１ 

 （２） 公募施設数 ・・・・ Ｐ１ 

 （３） 公募対象エリア ・・・・ Ｐ１ 

４  応募の条件 ・・・・ Ｐ１ 

 （１） 実施事業者 ・・・・ Ｐ１ 

 （２） 実施場所 ・・・・ Ｐ２ 

 （３） 事業の実施 ・・・・ Ｐ２ 

５  運営費補助金 ・・・・ Ｐ６ 

６  施設改修・備品購入等補助金 ・・・・ Ｐ７ 

７  応募方法・実施事業者選定 ・・・・ Ｐ８ 

 （１） スケジュール ・・・・ Ｐ８ 

 （２） 事前協議 ・・・・ Ｐ８ 

 （３） 認可申請書類提出 ・・・・ Ｐ８ 

 （４） 辞退届の提出 ・・・・ Ｐ８ 

 （５） 実施事業者の選定 ・・・・ Ｐ９ 

 （６） 選定結果通知 ・・・・ Ｐ９ 

８  応募に際しての留意事項 ・・・・ Ｐ９ 

９  提出先・問い合わせ先 ・・・・ Ｐ10 

１０  提出書類一覧   

１１  様式集   

１２  参考様式   

１３  関係法令   



 

 

１ 公募の趣旨 

 福岡市では集団生活における子どもの成長を促進し、すべての子育て家庭に対して、働き方やラ 

イフスタイルに関わらない形での支援を実施するため、乳児等通園支援事業（以下：「こども誰でも通

園制度」）を実施しています。 

 保護者の就労要件等に関わらず、生後６か月から２歳児（年度途中で３歳に到達した場合は年 

度末まで利用可）を対象に保育所等での週１回の定期的な預かりを実施する「「福岡市型」こども誰で

も通園制度」を実施する事業者を募集します。 

 

２ 公募にあたっての注意事項 

 「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例」（案）及び各補助金は条例案及び

令和７年度の予算案が福岡市議会で可決された場合に施行及び執行可能となります。審議の状況によ

っては、内容を変更する場合があります。 

 

３ 公募の概要 

令和７年度中に「「福岡市型」こども誰でも通園制度」を開始する事業者を募集します。 

(１)事業開始時期 

  令和７年４月１日(火)（予定）～令和８年２月 28日（土） 

 ※上記期間内で準備が整い次第、事業を開始して頂いて構いません。 

 

（２）公募施設数 

４０か所程度 

 

（３）公募対象エリア 

  福岡市全域 

  

４ 応募の条件 

(１)実施事業者 

実施事業者は次の要件のすべてに該当する法人、任意団体又は個人とします。 

  ①福岡市の子育て政策をよく理解し、乳幼児の預かりや保護者支援に熱意を持ち、「「福岡市型」こ

ども誰でも通園制度」を遂行できる十分な資力、能力を有し、継続的に安定して事業を実施する

ことができる法人、任意団体又は個人。 

  ②福岡市内で保育施設等（認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設・

認可外保育施設）・幼稚園を運営していること。 

  ③認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所については、福岡市内で運営する全ての施設につ

いて直近の実地指導監査で、重大な文書指摘事項がない、又は、指摘事項については改善措置が

なされている旨の確認を福岡市より受けていること。 

④幼稚園については、福岡市内で運営する全ての幼稚園について設置認可を受けていること。 

⑤認可外保育施設については、福岡市内で運営する全ての施設において指導監督基準を満たす旨の

証明書の交付を受けており、直近の認可外保育施設立入調査で、改善指導を受けていないこと、

または、改善指導事項については改善措置がなされている旨の確認を福岡市より受けていること。 



 

  ⑥役員等（事業者が法人である場合はその法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）を代表する者を、事業者が個人である場合はその者をいう。）が、福岡市

暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条

第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

   ※「暴力団排除措置を講ずるための協定書」に基づき、福岡県警察本部組織犯罪対策課へ該当の

有無に関する照会を行います。 

⑦本市の市税を滞納していない者であること。 

 ※福岡市市税担当課へ滞納の有無に関する照会を行います。 

 

 （２）実施場所 

  「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）第 22条に定める設

備基準を全て満たす事業所であることが必要です。 

※応募者が運営する認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、指導監督基準を満た

す旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設での実施を原則とします。 

※上記以外の場所で実施することも可能ですが、その場合も上記条例（案）に定める設備基準を全

て満たすことが必要です。 

 

(３)事業の実施 

  「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例（案）」を遵守し「福岡市乳児等

通園支援事業実施要綱（案）」に基づき事業を実施するものとします。なお、今後、国の法改正・要

綱改正に伴い上記条例及び要綱が改正される場合があります。 

① 対象児童 ・福岡市内に居住する生後６か月から２歳児 

※年度途中で３歳になった場合は年度末まで対象。 

※実施予定施設の構造や職員の配置状況により受入れ可能月齢、年齢を限定する

ことは可。 

② 実施日 ・月曜日～日曜日の週に１日以上（曜日は問わない） 

※本体の保育施設・幼稚園等の開所日に合わせて実施することは可。 

※対象児童の年齢により実施日をわけることも可。 

③ 実施時間 ・午前７時～午後６時までの間で連続した４時間以上。 

※給食の提供は必須とするため、給食の提供が可能な時間。 

④ 実施形態 以下のいずれかの形態で実施すること。 

【余裕活用型】 

・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所で実施可 

・利用定員に空きがある場合に利用定員の空きを活用し実施。 

・在園児と同じ保育室等で実施。 

 ※令和７年４月１日時点で在籍児童見込み数が利用定員数を上回っている場

合は不可。 

 ※年度の途中で在籍児童数で利用定員が充足した場合は、一般型への変更で事

業の継続実施は可。その場合は一般型の職員配置基準を遵守すること。 

 

 



 

【 一 般 型 】 

・すべての施設で実施可。 

・専用施設や本体の保育施設等とは定員を別に設け、在園児と合同又は専用室を

設けて実施。 

⑤ 定員 

※同時に預

かる児童数 

【余裕活用型】 

・利用定員数から在籍児童数を引いた人数の範囲内で定員を設定すること。 

・年度途中の通常保育の入所児童を踏まえ定員を設定すること。 

【 一 般 型 】 

・３人以上 

⑥ 利用料 ・児童１人あたり１時間 300 円以内。 

・上記の他、あらかじめ、保護者の同意を得た上で、昼食代、おやつ代等の実費

相当額及びキャンセル料（ただし、利用申込みの内容どおりに利用した場合に支

払うべき利用料等（実費相当額含む）を上限）を徴収することができる。 

・利用開始にあたり、入園料や準備金の徴収は不可。 

・次に該当する場合は以下に定める金額まで利用料金を減額すること。 

 ①生活保護世帯・・１０分の１０ 

 ②住民税非課税世帯・・１０分の８ 

 ③住民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯・・１０分の７ 

⑦ 利用児童の

決定方法 

・利用者が利用を希望する施設に直接申込み。 

・以下に該当する場合は先行申し込み期間を設けるなど、優先的に利用できるよ

うに調整すること。 

 ①ひとり親家庭 

 ②障がい児 

 ③生活保護世帯 

 ④保護者又は利用児童の兄弟姉妹が疾病または障がいを有する場合 

 ⑤多胎児 

 ⑥兄弟姉妹同時申し込み 

 ⑦区役所等の関係機関からの紹介 

・実施事業者は、定員の範囲において、利用の申込みがあった場合は、児童の受

け入れをしなければならない。 

・定員に空きがあるにもかかわらず、職員配置や事業所の機能等、正当な理由に

より児童の受入れが困難である場合は、具体的な理由とともに福岡市事業調整課

へ報告しなければならない。 

⑧ 乳児等通園

支援従事者 

【余裕活用型】 

・保育士 

【 一 般 型 】 

・保育士 

・都道府県又は市町村及び指定事業者が実施する子育て支援員研修のうち一時

預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了したもの。 

 

 



 

⑨ 乳児等通園

支援従事者

の配置 

・以下の児童の年齢・人数に応じた乳児等通園支援従事者を配置すること。児童

の年齢は、４月１日現在の満年齢とする。 

①０歳児３人につき、乳児等通園支援従事者１名 

②1 歳児、２歳児６人につき、乳児等通園支援従事者１名 

【余裕活用型】 

・「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）

第 26 条の規定に基づき、「福岡市型」こども誰でも通園制度利用児童と実施施

設の在園児数を合計した児童の年齢及び人数に応じて、保育士を配置すること。 

【 一 般 型 】 

・「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）

第 23 条の規定に基づき、利用児童の年齢及び人数に応じて、専ら当該一般型乳

児等通園支援事業に従事する職員として、乳児等通園支援従事者を配置し、その

うち保育士を 1/2 以上とすること。当該乳児等通園支援従事者数は原則２名を下

回ることはできない。 

・ただし、以下の場合は保育士１名とすることができる 

 ・保育施設等と一体的に実施する場合で、本体保育施設等の保育従事者による

支援を受けられる場合は保育士１名で保育できる利用児童の範囲内におい

て、乳児等通園支援従事者を保育士 1 名とすることができる。 

 ・乳児等通園支援事業の利用児童数が３人以下でかつ、本体保育施設等の保育

が現に行われている保育室等で一般型乳児等通園支援事業が実施され、本体

保育施設等の保育士による支援が受けられる場合は乳児等通園支援従事者

を保育士 1 名とすることができる。 

⑩ 施設基準 ・以下の児童の年齢・人数に応じた面積を有する保育室等を確保すること。児童

の年齢は、４月１日現在の満年齢とする。 

①０歳児、１歳児１人につき、３．３㎡ 

②２歳児１人につき、１．９８㎡ 

・便所他、乳児等通園支援事業実施に必要な用具を備えること。 

【余裕活用型】 

・「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）

第 26 条の規定に基づき、「福岡市型」こども誰でも通園制度利用児童と実施施

設の在園児数を合計した児童の年齢及び人数に応じて、①及び②に定める必要な

保育室等を確保すること。 

【 一 般 型 】 

・「福岡市型」こども誰でも通園制度利用児童の年齢及び人数に応じて①及び②

に定める必要な保育スペース又は保育室等を確保すること。 

・「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）

第 22 条の規定を遵守すること。 



 

⑪ 預かりの 

内容 

・原則、週に１回以上、児童を定期的に預かること。（児童１人あたりの利用上

限時間は月 40 時間） 

・給食は必ず提供すること。（外部搬入も可。ただし、外部搬入の場合は下記に

記載する要件を満たすこと。また、離乳食への対応が困難な場合は離乳食のみ持

参または、普通食への移行済みの児童のみ預かり対象とすることも可。その場合

においても加熱や保存等必要な調理設備を備えること。調理設備は補助金（「６ 

施設改修・備品購入等補助金」を使用し整備する計画とすることも可。） 

 

＜外部搬入により食事の提供を行う場合の要件＞  

・ 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が乳児等通園支援事業者にあり、その管

理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業

務の受託者との契約内容が確保されていること。  

・ 乳児等通園支援事業所又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理

栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある

等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。  

・ 調理業務の受託者を、乳児等通園支援事業者による食事の提供の趣旨を十分に

認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とするこ

と。  

・利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレ

ルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内

容、回数及び時機に適切に応じることができること。  

・ 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達

の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事

を提供するよう努めること。  

＜乳児等通園支援事業所に外部搬入を行うことができる者＞  

① 当該乳児等通園支援事業所と一体的に運営されている保育所等  

② 当該乳児等通園支援事業者と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育

事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等 

 

・「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（案）

第 24 条の規定を遵守すること。 

・利用児童の育ちに関する長期的な見通しをもった全体的な計画及び一人一人

のこどもの実態に応じた指導計画を作成すること。 

・利用児童の育ちに関する記録や個人台帳も作成すること。 

・利用児童が利用予定日に事前に定められた時間までに連絡がなく、登園しない

場合は、利用児童の状況を確認すること。特に、要支援家庭等の児童の利用がな

い場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応すること。 

・要支援家庭等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共

有するとともに、関係機関と協力し相談支援を行うなど適切に対応すること。 

 

 



 

⑫ その他 ・預かり開始前までに、以下の内容を定めた重要事項説明書を作成し、利用希望

者及び利用者に周知すること。 

 ①事業目的及び運営方針 

 ②乳児等通園支援の内容 

 ③職員の職種、人数及び職務の内容 

 ④実施日及び実施しない日 

 ⑤利用料金、及びその他の料金の金額と内容 

 ⑥利用定員 

 ⑦利用の開始時間及び終了時間、利用に際しての留意事項 

 ⑧緊急時等における対応方法 

 ⑨非常災害対策 

 ⑩虐待防止のための措置 

 ⑪その他 

・職員の資質向上のために研修を実施すること。 

・建築基準法及び消防法令等の関係法令を遵守すること。 

・「「福岡市型」こども誰でも通園制度」を実施する際に、利用児童の送迎に自

動車を使用する場合は「福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例」（案）第８条に規定するブザー等見落とし防止装置を備えること。 

・認可後、児童福祉法に基づく指導監査の円滑な実施に協力すること。 

５ 運営費補助金 

「福岡市乳児等通園支援事業運営費補助金交付要綱」（案）に基づき、預かりを開始した日から令和

８年３月 31 日（火）まで次の額を補助します。なお、「こども誰でも通園制度」は令和８年度から

「子ども・子育て支援法」に基づく、新たな給付制度となります。 

名称 要件 金額 

①基本補助額 

※年齢は４月
１日現在の満
年齢 

０歳児 1,300 円 

１歳児 1,100 円 

２歳児 900 円 

②医療的ケア

児加算 

・日常生活を営む上で医療的ケアを必要とする児童を受入れ、かつ、看護

師等や喀痰吸引等研修（社会福祉士及び介護福祉法（昭和 62 年法律第

30号）附則第 11条第２項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。）の課程

を修了した認定特定行為従事者である保育従事者など、医療的ケア児の

特性に対応できる者を配置した場合 

2,400 円 

③障がい児加

算 

障がい児を受入れ、かつ、配置基準以上の保育従事者を配置した場合 1,000 円 

④関係機関等

連携加算 

子育てに支援が必要な家庭の児童を受入れ、かつ、市関係部署と連携し

て当該家庭に対して支援を行う必要がある場合 

400 円 

⑤減免分加算 「福岡市乳児等通園支援事業実施要綱（案）」に基づき、利用料金を減

額した場合は以下の金額を加算 

①生活保護世帯・・10 分の 10 

②住民税非課税世帯・・10 分の８ 

③住民税所得割合算額が 77,101 円未満の世帯・・10 分の７ 

 



 

※上記金額は児童１人あたり、1時間当たりの金額です。 

※利用児童が当日キャンセルにより利用しなかった場合は、利用予定時間分利用があったものとし

て補助金の請求は可能です。 

※今後、国の要綱改正により補助金額が改正される場合があります。 

※②から④は同一の児童について同時算定はできません。いずれか一つを選択してください。 

※補助金交付額は補助対象経費の実支出額と、上記により算出した補助金の合計額を比較し、少な

い方が上限となります。 

【補助対象経費】 

・事業の実施に必要な経費とし、人件費のほか、事務費（通信費、印刷消耗品費、旅費など）、事

業費（給食費、保育材料費、光熱費など）を含む。 

・なお、通常の保育施設等の運営と「「福岡市型」こども誰でも通園制度」を同時に実施する場合

について、光熱費など通常の保育等に係る経費と分けられないものについては、通常保育等の

定員との按分などにより計算すること。 

【例：通常保育の定員 90 人、「福岡市型」こども誰でも通園制度の定員 10 人の場合の光熱費】 

   （月額光熱費：300,000円）×12か月分×10人／100人＝360,000円 

 

６ 施設改修・備品購入等補助金 

「福岡市乳児等通園支援事業施設整備費補助金交付要綱」（案）」に基づき、実施事業者として認可

された以後、令和７年度中に事業実施に必要な改修・備品購入等を行った場合は次の額を補助します。 

名称 補助内容 算定方法 補助上限額 

改修等事業 事業を実施するための施設の保育環境

を整えるため改修工事や備品購入等を行

う場合に補助する。消耗品は対象外。 

 支出額×3/4（1,000 円未

満の端数が生じた場合は，

これを切り捨てるものとす

る。）を補助する。 

3,243,000 円 

開 設 前 賃 借

料補助事業 

 事業を実施する目的で、賃貸物件等を

新たに賃借した場合に、事業開始前に必

要となる賃借料及び礼金に対して補助す

る。家賃本体及び礼金のみ。共益費等の

付帯する費用は含まない。 

 支出額×3/4（1,000 円未

満の端数が生じた場合は，

これを切り捨てるものとす

る。）を補助する。 

450,000 円 

※上記金額は１施設当たりの金額です。なお、申請は１事業所あたり、全事業実施期間を通じて１回

のみです。 

※上記は現時点で国より示されている要綱（案）に基づき記載しています。国の正式通知が発出され

た後に補助内容、算定方法、補助上限額は変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 応募方法・実施事業者選定 

（１）スケジュール 

①募集開始          令和７年２月 17日(月) 

②認可申請書類締切      令和７年３月 12日(水) 17 時まで（認可書類必着） 

③福岡市こども・子育て審議会教育・保育施設等認可・確認専門部会開催 

            令和７年３月下旬   ※予定 

  ④「「福岡市型」こども誰でも通園制度」実施事業者決定 

                 令和７年３月下旬 

  ⑤応募者への選定結果通知 

                 令和７年３月下旬～４月上旬 

 

（２）事前協議 

  「実施予定場所の図面（事業実施予定の保育室等の有効面積がわかるもの）」及び「乳児等通園支

援事業面積・人員基準確認表」を持参の上、福岡市こども未来局事業調整課と事前協議を行ってく

ださい。 

  なお、事前協議を行う場合は、必ず「9 提出先・問い合わせ先」に電子メール・電話にて来庁予

約を必ず行ってください。予約がなく、来庁した場合は、事前協議を受け付けられない場合があり

ます。 

本事業実施により本体保育施設等の運営に支障がないか確認するため、認可保育所の場合は福岡

市に提出された「職員名簿」認可外保育施設の場合は「運営状況報告書」で本体保育施設等に必要

な保育士数等の確認を合わせて行います。 

 

 

（３）認可申請書類提出 

  受付期間：令和７年３月 12 日（水）17時まで（認可書類必着） 

  提出書類：「提出書類一覧」で指定する書類  

  提出方法：「9 提出先・問い合わせ先」に持参または郵送 

（特定記録又は簡易書留等追跡可能な方法）により提出 

       ※提出書類の不備があった場合は受け付けられない場合がありますので、電子メール・

電話にて来庁予約の上、持参されることをお勧めします。 

 

（４）辞退届の提出 

認可申請書類提出後、やむを得ない事情により応募を辞退する場合は、速やかに下記「9 提出先・

問い合わせ先」に「辞退届」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）実施事業者の選定 

実施事業者は「福岡市こども・子育て審議会教育・保育施設等認可・確認専門部会」（以下「専門

部会」）の審議を経て、市が選定します。 

専門部会開催日時 令和７年３月下旬 

審査方法 認可申請書類による書面審査及び審査委員によるヒアリング※ 

評価項目 

法人概要、応募動機、乳幼児の預かりの実績、施設長の資質、児童・保護者

への支援内容、食育・アレルギー対応・衛生管理、事故防止の取り組み、職

員研修計画、実施予定事業所の立地・設備、財務状況など 

※審査委員によるヒアリングについて 

・同法人で福岡市内で保育所・認定こども園・地域型保育事業所の運営実績がある場合はヒアリン

グは省略します。 

・ヒアリングは申請者によるプレゼンテーション５分程度、審査委員によるヒアリング 10分で行い 

 ます。（ヒアリング時間は変更の場合あり）      

・出席者は１申請者につき、２名までとします。責任者（保育施設等と一体的に運営する場合は施

設長その他の場合は本事業の実施責任者）のご出席を必ずお願いします。 

・ヒアリング実施日時は決定後、申請書に記載されたメールアドレス宛てに連絡します。ヒアリン

グ日時の変更は認められません。 

 

（６）選定結果通知 

  応募書類を提出したすべての事業者に対して選定結果（選定、又は、非選定の結果）を文書によ

り通知します。 

 

８ 応募に際しての留意事項 

 応募書類提出に際しては以下の事項にご留意ください。 

①申請に係る一切の費用は、応募者が負担するものとする。 

②申請内容は、福岡市との協議により、内容の変更を求めることがある。 

③提出された事業計画書の内容は、応募者が責任をもって必ず履行できる内容とすること。 

④提出物は返却しない。なお、補助事業実施に至った場合に活用する他は、事業者選定以外の目的

で応募者に無断で使用することはない。 

⑤申請書類提出後において、実施事業者の選定までの間は申請書類に記載された内容の変更は認め

ない。ただし、明らかな誤字・脱字等の場合は、この限りではない。 

⑥「「福岡市型」」こども誰でも通園制度の業務」の全部または一部を第三者に委託することは禁止

する。 

⑦その他、本募集要項に定めのない事項については、福岡市において定める。 

⑧下記に該当する場合は、「福岡市こども・子育て審議会教育・保育施設等認可・確認専門部会」よ

る審議を行うことなく、失格とする。また、選定後に下記に該当した場合または該当していたこ

とが判明した場合は、選定を取り消すことがある。 

  ・条件を満たさない申請を行った場合 

・提出書類に重大な不備や虚偽があった場合 

・提出期間内に必要な書類が提出されなかった場合 

・審査員等に対する不当な行為が認められた場合 



 

・その他、福岡市が不適切と認めた場合 

    ※福岡市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係に

ある者及び同条例に反する行為を行う者であることが判明した場合は、審議を行うことな

く失格する。 

 

９ 提出先・問い合わせ先 

福岡市こども未来局子育て支援部事業調整課 保育所多機能化担当 

〒810－8620 福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所本庁舎 13階 

Tel: 092-711-4340  Fax: 092-733-5718 

E-mail: jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp 

 

１０ 提出書類一覧 

 別紙のとおり 

 

１１ 様式・参考様式 

 別紙のとおり 

 

１２ 関係法令 

 別紙のとおり 

 

mailto:jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp


提出書類一覧 

 表紙 様式あり 

１ 乳児等通園支援事業認可申請書 様式１ 

２ 法人全体の財産目録及び貸借対照表（令和５年度、令和４年度

分） 

 

３ 定款又は寄付行為  

４ 法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※提出日より３ケ月以内発行のもの 

 

５ 乳児等通園支援事業面積・人員基準確認表 様式２ 

６ 位置図・周辺状況 様式３ 

７ 平面図 

※実施予定事業所の全体分 

※実施保育室等の有効面積がわかるもの。 

※実施予定保育室等がわかるようにマーカー等明示すること。 

 

８ 実施予定場所の写真 様式４ 

９ 建物の登記簿謄本（全部事項証明書） 

※建物が自己所有の場合のみ提出 

※提出日より３ケ月以内発行のもの。 

 

10 建物が自己所有以外の場合は貸借契約書の写し  

11 事業計画書 様式５ 

12 令和７年度安全計画 参考様式あり 

13 令和７年度消火・避難訓練年間計画 参考様式あり 

14 経営の責任者（代表者）の履歴書 様式６ 

15 福祉の実務に当たる幹部職員（施設長）の履歴書 様式６ 

16 令和７年度資金収支予算書（保育事業部分のみ） 

※事業区分がされていない場合は法人全体分を提出。 

※個人事業主は参考様式を使用し、作成・提出すること。 

参考様式あり 

17 職員名簿（職名、勤務形態、氏名等） 様式７ 

18 各職員の資格証明書等（保育士証・研修修了証）の写し  

19 誓約書 様式８ 

20 法人役員名簿（氏名・住所・役職・職業・生年月日等 

（基準日を記入）） 

様式９ 

21 令和６年度分認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の

写し 

※福岡市内で運営する全施設分を提出 

 

22 認可証の写し（幼稚園のみ）  

 ※上記以外に提出書類の追加を求める場合あり。 

※福岡市内で認可保育所・認定こども園・小規模保育事業の運営実績のある法人は提出

書類の一部省略あり。 
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